
 

  
 

 

 
 
 

平 成 ３０年 ８月 ３１日 

道路局 高速道路課  

 
 

淡路市内の民間施設直結スマートインターチェンジの整備方針を認定 

～淡路
あ わ じ

市と㈱夢
ゆめ

舞台
ぶ た い

が、淡路ハイウェイオアシスに直結するインターチェンジを計画～ 

 

 

 国土交通省は、本日、淡路
あ わ じ

市内の民間施設直結スマートインターチェンジに

ついて、整備方針を認定しました。 

 

国土交通省では、未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）を踏ま

え、高速道路と近傍に位置する大規模な物流拠点や工業団地、商業施設等の

民間施設を直結するインターチェンジを民間企業の発意と負担により整備する

制度について、平成２９年７月に具体的なルールを定め、募集を開始しました。 

今回、兵庫県淡路
あ わ じ

市から申請のあった民間施設直結スマートインターチェン

ジについて整備方針を認定しました。整備方針の認定は、三重県多気町
た き ち ょ う

に次い

で本件が全国で２例目となります。 

今後、淡路
あ わ じ

市及び㈱夢
ゆめ

舞台
ぶ た い

において、事業化に向けた詳細な検討などに着

手します。 
 

 ○整備方針の認定 

   民間施設直結スマートインターチェンジについて、事業化に向けた検討の

着手前に国が地方公共団体の申請を受け、整備の方針を確認する手続き。 
 
 

別添①：民間施設直結スマートインターチェンジ整備方針認定箇所図 

別添②：整備方針の認定箇所 概要 

別添③：民間施設直結スマートインターチェンジの整備 

 
 
＜お問合わせ先＞ 

国土交通省 道路局 高速道路課 河村・祢津
ね づ

  

             ［代表］ TEL 03-5253-8111（内線 38308、38362）   

       ［直通］ TEL 03-5253-8500、FAX 03-5253-1619 



民間施設直結スマートインターチェンジ 整備方針認定箇所図

多気

別添①

整備方針認定 ２箇所

（平成３０年８月３１日時点）

淡路

今回認定 H30.8.10 事業化



整備方針の認定箇所 概要

＜高速道路と直結を予定する民間施設の概要＞

施設名 ：淡路ハイウェイオアシス

会社名 ：株式会社夢舞台

［アトリウム、物産展、イベント広場、庭園、レストラン等］

ゆ め ぶ た い

あ わ じ

＜インターチェンジの概要＞

路線名 ：神戸淡路鳴門自動車道

検討位置：兵庫県淡路市岩屋

こ う べ あ わ じ な る と

い わ やあ わ じ

兵庫県

設置箇所

淡路IC

設置候補箇所

淡路ハイウェイオアシス
アトリウム、物産展、イベント
広場、庭園、レストラン等

淡路SA
（上り）

淡路SA
（下り）

至 東浦IC

至 垂水IC

約５km

約７km

別添②



大規模商業施設、工業団地、物流施設 等【対象施設】

主として民間施設に発着する交通（一般交通も利用可能）

ＥＴＣ車限定 ハーフＩＣ・１/４ＩＣも可

【対象交通】

【運用形態】

高速道路と近傍の民間施設を直結するインターチェンジを民間企業の発意と負担による整備を
可能とすることで、高速道路を活用した企業活動を支援し、経済の活性化を図る

【 目 的 】

民間施設直結スマートインターチェンジの整備 別添③

高速道路

一般道路

民間施設

直結路
【アクセス道路】

料金所 直結路
【ランプ】

接続路

※直結路は、整備後に民間施設管理者から地方公共団体に
無償譲渡し、地方公共団体が維持管理

直結路
アクセス道路・ランプ

料金所 接続路

民間施設管理者 高速道路会社 地方公共団体
民間施設名を用いた名称を
つけることが可能

民間施設名
（英語表記）

出 口
EXIT

00-0

E T C 専 用
ONLY

正式名
（英語表記）

民間施設管理者

市町村

国

①提案 ④報告

③認定②認定申請

＜進め方＞

整備方針の検討

・直結する民間施設

・ＩＣの概ねの位置 等

概略検討・詳細検討

協議会開催
実施計画書の策定・提出

整備計画決定、連結許可

事業実施、開通

整備方針の認定

＜役割分担＞

＜インターチェンジ名称＞


